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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が溝のパターンと入口及び出口のための接合部（１、６）とを備える複数のプレー
トであって、隣り合う２つのプレートの間に流路が形成され、２つの媒体のために独立し
た流路が前記プレートを介して隣り合うように交互に構成配置され、互いにロウ付けされ
てパックを形成する複数のプレート（１０）を備える熱交換器であって、
　前記接合部（１、６）の周囲において前記熱交換器の前記プレート(１０)を通る穴（２
０）を１組配置したことと、
　前記隣り合う２つのプレートの間に形成される第１のロウ付けであって、前記１組の穴
の各穴の周囲に延在するように形成されるロウ付け（１２）を有して構成される第１のロ
ウ付けと、前記隣り合う２つのプレートの間に形成される第２のロウ付けであって、前記
１組の穴の内周側にて前記接合部の周囲に延在するように形成される内側のロウ付け（１
３）と、前記１組の穴の外周側にて前記接合部及び前記１組の穴の全部の穴を取り囲むよ
うに形成される外側のロウ付け(１４)とを有して構成される第２のロウ付けとを、前記プ
レートが積み重ねられる方向において交互に形成することにより、前記媒体が到達するこ
とのない分離ゾーン（１５）を形成し、前記分離ゾーン内における前記１組の穴の各穴（
２０）を通して補強手段（３０）が配置されることとを特徴とする熱交換器。
【請求項２】
　１８０°の回転に関し、前記プレート（１０）を通る前記穴（２０）を回転対称に配置
したことを特徴とする、請求項１に記載の熱交換器。
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【請求項３】
　前記補強手段（３０）が各々、第１の端部に第１の止め具（３２）を有するねじ付きロ
ッドであることを特徴とする、請求項２に記載の熱交換器。
【請求項４】
　前記補強手段（３０）を、少なくとも１つのねじ付き穴を有する第２の止め具（５０、
５１）によって前記パックに固定され、その穴の中で前記補強手段（３０）の第２の端部
がねじ止めされるように配置したことを特徴とする、請求項３に記載の熱交換器。
【請求項５】
　外部プレートと前記第１の止め具（３２）との間に圧力分散ディスク（３３）を配置し
たことと、前記圧力分散ディスク（３３）が前記接合部（１、６）のための穴を有するこ
ととを特徴とする、請求項４に記載の熱交換器。
【請求項６】
　前記圧力分散ディスク（３３）が、首部（６１）において内側縁端（６２）を備えたフ
ランジ（６０）を有するフランジ継手を受容するための凹部（３６）を有し、それによっ
て前記内側縁端（６２）を前記凹部（３６）内に配置できるようにしたリング（３６）で
あることを特徴とする、請求項５に記載の熱交換器。
【請求項７】
　プレート（１０）の多数のパックを、各パック間のゴムまたは銅のパッキングによって
接合したことを特徴とする、請求項１から６の何れか一項に記載の熱交換器。
【請求項８】
　プレート（１０）の多数のパックをフランジ継手によって接合したことを特徴とする、
請求項１から７の何れか一項に記載の熱交換器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱交換器のプレートを通して配置した補強手段を備えた熱交換器に関し、特
にそれぞれの接合部の周囲に配置した補強手段を備えた熱交換器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の完全ロウ付け熱交換器（ｆｕｌｌｙ　ｂｒａｚｅｄ　ｈｅａｔ　ｅｘｃｈａｎｇ
ｅｒｓ）はプレートのロウ付けしたパックを備える。設計プロセス圧力、すなわち熱交換
器設計の基準となる最大プロセス圧力は破裂試験で約１５０バールであることが多く、ロ
ウ付けを破損し漏れを発生させる原因となり得る大きな力を生じるので、例えば処理速度
を増大するため、例えば直径約１５０ミリメートルといった大きな入口及び出口を備えた
接合部を有する大型の熱交換器を製造することができないというのが、こうしたロウ付け
熱交換器の欠点である。漏れは熱交換器内の媒体(media)を混ぜてしまうこともあり、一
方または両方の媒体が熱交換器から漏れることもある。
【０００３】
　もう１つの種類の熱交換器は、熱交換器のプレート間をシールを伴うねじ継手によって
保持した密閉型熱交換器である。低い圧力、すなわち約５０バールまでのプロセス圧力で
しか使用できないというのがこの種の熱交換器の欠点である。さらに、熱交換器のシール
は経年変化するので定期的に交換しなければならない。もう１つの欠点は、プレートを互
いに保持するため熱交換器の周囲にねじ継手を配置しているため接合部で大きな歪みが生
じ、その結果歪みによって形成された間隙から漏れが発生するということである。
【０００４】
　大きな寸法を有する熱交換器のこうした問題を回避するため、破裂試験で約１５０バー
ルの設計プロセス圧力に対処すべく約１００ミリメートルの板厚を有する厚さを増したプ
レートが必要とされるが、その結果多数のプレートからなる熱交換器は非実用的となり必
要以上に大型化してしまう。
【０００５】
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　本発明は、それぞれの接合部の周囲のプレートを通る補強手段を配置し、それによって
約２～３ミリメートルの通常の板厚で増大する力に十分耐えられるようにすることによっ
て、完全ロウ付け熱交換器におけるロウ付けの破損による熱交換器からの漏れにまつわる
上記の問題を解決する。
【発明の開示】
【０００６】
　すなわち、本発明は、各々が溝のパターンと入口及び出口の接合部とを有する複数のプ
レートを備える熱交換器を提供する。該複数のプレートはパックを形成し互いにロウ付け
されて１つ置きの対のプレートの間に２つの媒体のための独立した流路を形成するように
配置される、すなわち、隣り合う２つのプレートの間に流路が形成され、２つの媒体のた
めに独立した流路がプレートを介して隣り合うように交互に構成配置される。さらに、本
発明によれば、それぞれの接合部の周囲に補強手段が配置される。
【０００７】
　本発明は請求項１で定義される。本発明の好適実施形態は従属請求項に詳細に記載され
る。
【０００８】
　以下の添付の図面を参照して本発明をさらに詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１は、従来技術による熱交換器のためのプレートを示す。従来通り、プレートは接合
部１、６と、山４及び谷５を備えた溝パターンとを有する。低温媒体はＣ２の入口及びＣ
１の出口を有し、高温媒体はＨ２の入口及びＨ１の出口を有する。
【００１０】
　熱交換器は、多数の同一のプレートを組み立ててパックにすることによって形成される
。好適には、当業者に周知のように、プレートは１枚置きに１８０°回転して交差パター
ンを形成し、１つ置きの対のプレート(alternating pair of plates)の間に媒体用の流路
を形成する。さらに、パックの一方の側には一方の側の接合部１、６を閉じる下部プレー
ト（図４の参符４２参照）が配置される。断面に、ハニカム状パターンが形成される。パ
ック全体を炉内でロウ付けし、山が互いに交差するロウ付け点を形成する。さらに、１つ
置きの対のプレートを接合部１、６で互いにロウ付けする。
【００１１】
　従来の熱交換器では、プレートは通常約５００ｍｍ×３００ｍｍ（長さ×幅）の寸法を
有し、接合部１、６の入口及び出口はそれぞれ約５０～７０ｍｍの直径を有する。処理速
度を増大するため、従来の熱交換器を、例えばプレート寸法を１２００×５３０ｍｍ（長
さ×幅）とし、接合部が直径約１５０ｍｍの入口及び出口を有するように大型化した場合
、圧力の増大による大きな力が接合部１、６のロウ付けにかかるので、ロウ付けが破損す
る危険が生じる。一般的な設計プロセス圧力は約１５０バールである。ロウ付けが破損す
ると、接合部１、６で媒体が熱交換器から漏出することが理解されるだろう。
【００１２】
　本発明者は、以下で説明する配置によってこの問題を解決できることを見出した。
【００１３】
　図２に本発明による熱交換器のためのプレート１０の実施形態の概略を示す。図２の構
成要素のうち図１の構成要素に対応するものは同じ参照番号で示す。図２では、プレート
の内部は図示しないが、溝パターンは本発明の範囲から外れることなく様々に変化しても
よいことが理解されるだろう。さらに、図２では、約１２００ｍｍ×５２０ｍｍの寸法を
有しそれぞれ通常より大きな直径の入口及び出口を備えた接合部１、６を有するプレート
の実施形態を示している。この実施形態によれば、接合部１、６の入口及び出口は、従来
の接合部の入口及び出口の直径約５０ミリメートルよりかなり大きい直径である約１５０
ミリメートルの直径を有する。
【００１４】
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　接合部のロウ付けの破損による漏れの問題を、本発明者は、各接合部１、６の周囲のプ
レート１０を通る多数の穴２０を配置し、同穴２０に補強手段３０を接合部１、６のロウ
付けの補足物及び補強材として配置することによって解決した。図２は、接合部１の穴２
０と、穴２０に配置された接合部６の補強手段３０の端部とを示す。
【００１５】
　穴２０は、プレートを１枚置きに１８０°回転しているため好適には回転対称に位置さ
れると共に、接合部１、６の周囲に配置されロウ付けへの力の衝撃をさらに低減する。図
２は、各接合部の周囲に１６個の穴が配置されているのを示すが、穴の数は、例えば漏れ
の問題を回避するために必要なロウ付けの補強に応じて変化し得ることが理解されるだろ
う。
【００１６】
　補強手段３０は、例えば穴２０の直径に適合した直径を有するねじ山付きロッドまたは
ボルトとして設計することができ、補強手段３０は穴２０内に配置することができる。さ
らに、例えばナット等のような止め具を補強手段３０の端部に配置して補強手段３０をパ
ックに固定してもよい。しかし、補強手段は、上記で言及した止め具の役目を果たす頭部
を第１の端部に有するねじとして設計し、ナットを補強手段３０の第２の端部に配置し得
るようにしてもよいことが理解されるだろう。
【００１７】
　本発明の実施形態は、１つまたはいくつかのねじ穴を有するリング、ディスクまたはプ
レートを備えており、補強手段はプレートの穴を通して挿入され補強手段の第２の端部を
前記ねじ穴にねじ込むことによってプレートに固定される。すなわち、前記リング、ディ
スクまたはプレートはいくつかの補強手段をプレートの前記パックに固定するよう配置す
る。
【００１８】
　図３及び図４は、媒体Ｈ１が流出する出口６における３枚のプレート１０の、一定の縮
尺によらない概略断面図を示す。この断面図は図２の線Ｂ－Ｂに沿っている。ロウ付けを
１１として示す。矢印は媒体Ｈ１の流出を示す。媒体Ｈ１は１つ置きの対のプレート(alt
ernating pairs of plates)の間に形成された流路から到来する。図は、１つの対の２枚
のプレート１０’、１０”と、次の対の上側プレート１０”’とを示す。第２の媒体は中
間の対、すなわち、２枚の下側プレート１０”、１０”’等の間の流路を流れる。
【００１９】
　図３及び図４に示すように、プレート１０は好適には穴２０において山及び谷を示し、
１つの対の下側プレート１０”と次の対の上側プレート１０”’との間のロウ付け表面を
増大する。平坦な山におけるロウ付けを１２として示す。該ロウ付け１２（第１のロウ付
け）は各穴２０の周囲を密閉しながら延在する。さらに、１つの対の下側プレート１０”
と次の対の上側プレート１０”’とをロウ付けするロウ付け１３及び１４（第２のロウ付
け）が示される。ロウ付け１３は接合部６の周囲を密閉しながら延在し、ロウ付け１４は
穴２０の周囲を密閉しながら延在する。さらに、ロウ付け１３及び１４は、接合部６と穴
２０との間の範囲において１つのロウ付けに一体化してもよい。
【００２０】
　ロウ付け１３、１４によって、１つの対の下側プレート１０”と次の対の上側プレート
１０”’との間の穴の周囲に分離ゾーン１５が提供される。分離ゾーン１５はロウ付けし
たプレートのパック内に延在するので、分離ゾーン１５に何れかの媒体が到達することは
ない。
【００２１】
　図４は、プレート１０の穴２０を通して配置したねじまたはボルトとしての補強手段３
０を示す。補強手段３０は、例えば上部カバー・プレート４０の方向への補強手段３０の
移動を阻止してプレート等を保護するよう配置したねじ頭部といった、第１の端部の第１
の止め具３２を備えている。さらに、第２の止め具５０を補強手段３０の第２の端部に配
置しているが、この止め具５０は補強手段３０を下部プレート４２、カバー・プレート等
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に固定できるようなナットによって構成すればよい。こうした配置によって、補強手段３
０をプレートのパックに固定し、プレートを一緒に保持しロウ付けに対する補足物を構成
するようにすればよい。第２の止め具５０を、多数の補強手段３０をプレートの前記パッ
クに固定できる多数のねじ穴を備えた上記で言及したようなリング、ディスクまたはプレ
ートによって構成してもよいことが理解されるだろう。
【００２２】
　本発明による熱交換器では、外部プレート４０、４２と前記止め具３２、５０との間に
圧力分散ディスク３３、５１を配置して外部プレートにかかる圧力を相殺してもよい。圧
力分散ディスクは好適には外部プレートより厚い。ディスク３３、５１の寸法は変化して
もよいが、ロウ付け破損の危険を回避または低減するため接合部１、６のロウ付けにかか
る圧力を相殺するのに適するようにされる。
【００２３】
　図４は、カバー・プレート４０にかかる圧力を吸収するようカバー・プレート４０と第
１の止め具３２との間に配置した円筒形リングとして実現した第１の圧力分散ディスク３
３を示す。第１のディスク３３は緩く、すなわちロウ付けせずに配置してもよい。さらに
、第１のディスク３３は４０ｍｍ程度の厚さ、すなわち、プレートの厚さより大きい厚さ
を示してもよい。第１のディスク３３はさらに、接合部１、６のための開口３４と補強手
段３０のための多数の穴３５と（図５参照）を有してもよい。
【００２４】
　さらに、下部プレート４２にかかる圧力を吸収するよう下部プレート４２と第２の止め
具５０との間に第２の圧力分散ディスク５１を配置してもよい。第２のディスク５１も緩
く配置してもよい。第２のディスク５１はさらに、４０ｍｍ程度の厚さの円形ディスクで
もよい。第２のディスク５１は補強手段３０のための多数の穴５２（図６参照）を提供し
てもよい。穴にはねじを切っても切らなくてもよい。穴にねじを切らない場合ナットを使
用して補強手段を固定してもよく、穴にねじを切る場合補強手段をディスク５１に直接固
定し、ディスク５１が第２の止め具の役目を果たすようにしてもよい。
【００２５】
　本発明の別の実施形態では、第１及び第２のディスクはプレート１０の形状と同様の矩
形の形状を有する。この実施形態では、第１のディスクは接合部のための多数の開口と補
強手段のための多数の穴とを提供する。こうした開口と穴とはそれぞれ第１のディスク３
３の開口３４と穴３５とに対応する。さらに、第２のディスクは補強手段のための多数の
穴を提供し、この穴は第２のディスク５１の穴５２に対応する。当業者が理解するように
、第１及び第２のディスクは矩形または円形以外の形状を有してもよい。また、異なる設
計の第１及び第２のディスクを組み合わせてもよい。
【００２６】
　図７では、図４の断面図と同様の部分概略断面図を示す。図７は、配管を接合するため
のフランジ継手を示す。第１の圧力分散ディスクはリング３３として形成している。リン
グ３３は、フランジ首部６１においてフランジ６０と内側縁端６２に装着され得るように
分割される。リングはフランジ首部６１の内側縁端６２を受容する凹部３６を提供する。
例えばボルトのような補強手段３０をリング３３の穴２０を通して配置すると、フランジ
継手は第１のディスク３３に固定される。すなわち、リング３３はフランジ支持体の役目
を果たすことができる。さらに、フランジは、首部６１の内側縁端６２に、銅またはゴム
のパッキングといったパッキングを有してもよい。このパッキングは例えば、上部カバー
・プレート４０に対してそれと内側縁端６２の表面との間に配置してもよく、またリング
３３に対してそれと内側縁端６２の表面との間に配置してもよい。パッキングはフランジ
継手と上部保護プレートとの間の漏れの発生を防止すると共に、配管と熱交換器との間の
振動を除去及び低減することができる。
【００２７】
　第１及び第２の圧力分散ディスクは、例えば炭素鋼または他の適切な材料から製造すれ
ばよい。
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【００２８】
　また、本発明は、上記で説明したプレートの多数のパックを備え、ゴムまたは銅のパッ
キングを各パックの間に密閉式に配置した熱交換器に関する。本発明による熱交換器の実
施形態では、プレートのパックは約３０枚のプレートを備えるが、プレートの数は本発明
の範囲から離れることなく任意に変化してもよいことが理解されるだろう。
【００２９】
　フランジ継手は最も外側のパックに適切に配置する。プレートのいくつかのパックを中
間フランジとシールとによって接合してもよい。そしてフランジ６０はパック間のディス
ク５１を置き換えてもよい。すなわち、いくつかのパック間の柔軟な接合が得られ、例え
ば振動を除去または低減するためフランジをさらに配置してもよい。
【００３０】
　すなわち、本発明は従来技術と比較していくつかの利点を備えた熱交換器を提供する。
本発明は、安価に製造でき、実際上保守不要で、漏れを回避したため従来のものより大型
のものを設計することができ、ひいてはより広い範囲の適用業務で使用できる、完全ロウ
付け熱交換器を可能にする。
【００３１】
　本発明の有利な実施形態を詳細に説明した。上記で述べたように、本発明は、添付の特
許請求の範囲に記載の範囲から離れることなく様々な修正が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、従来技術による熱交換器のためのプレートの上面図を示す。
【図２】図２は、本発明による熱交換器のためのプレートの実施形態の概略上面図を示す
。
【図３】図３は、図２の線Ｂ－Ｂに沿った３枚のプレートの概略部分断面図を示す。
【図４】図４は、図３による３枚のプレートと、本発明の実施形態による補強手段とを示
す。
【図５】図５は、本発明の実施形態による第１の圧力分散ディスクの概略を示す。
【図６】図６は、本発明の実施形態による第２の圧力分散ディスクの概略を示す。
【図７】図７は、上部カバー・プレートにフランジを配置した、図４による概略部分断面
図を示す。
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